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１．本ガイドラインの目的

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成１２年法律第１１６号。以下「食

品リサイクル法」という。）第７条の規定に基づき主務大臣が定める食品循環資源の再

生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令（平

成１３年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第４号。

以下「判断基準省令」という。）第１５条第１項の規定により、食品関連事業者は、そ

の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の実施量

その他食品循環資源の再生利用等の状況を適切に把握し、その記録を行う必要がありま

す。

また、食品リサイクル法第９条の規定により、前年度において生じた食品廃棄物等の

発生量が１００トン以上である食品関連事業者（以下「食品廃棄物等多量発生事業者」

という。）は、食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令（平成１９年財

務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第３号。以下「定

期報告省令」という。）の規定により、毎年度、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資

源の再生利用等の状況を主務大臣に電子申請により報告する必要があります。

さらに、食品循環資源の熱回収を行う場合にあっては、判断基準省令第９条の規定に

より、特定肥飼料等製造施設の設置状況等について適切に把握し、その記録を行う必要

があります。

本ガイドラインは、これらの項目の具体的な把握方法等を示すものであり、これによ

り、食品関連事業者における食品廃棄物等の発生抑制、食品循環資源の再生利用、食品

循環資源の熱回収及び食品廃棄物等の減量の円滑な実施を促進するものです。

２．食品廃棄物等の発生量の把握

食品廃棄物等の発生量については、原則、全ての事業場において、１年を通じた実際

の発生量を重量により把握する必要があります。具体的には、定期報告省令第２条第１

号の規定により、食品廃棄物等の発生量は、全ての事業場における食品循環資源の①再

生利用の実施量、②熱回収の実施量、③減量の実施量、④再生利用等以外の実施量の総

和に⑤食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量を加えた量とされています。従って、

食品関連事業者は、判断基準省令に従った再生利用等を実施するためには、これら５項

目の総和である食品廃棄物等の発生量を適切に把握するとともに、測定方法を整理・保

存しておくことが適当です。

食品廃棄物等の発生量を直接把握する方法としては、食品廃棄物等を保管場所等に持

ち込む都度、重量はかりにより計量する方法、食品廃棄物等の収集運搬を行う車両をト

ラックスケールにより計量する方法等が想定されます。また、重量による把握が困難な

場合には、容量既知のごみ箱その他の容器の個数及び食品廃棄物等の単位体積当たりの

重量から推計することも可能です。

なお、これらにより発生量を把握することが困難な場合にあっては、次に示す方法に

より発生量を把握することが可能です。このように、一部の実績から全体を推計する場

合においては、発生量の算出根拠の整理・保存はとりわけ重要であり、留意しておくこ

とが必要です。

（１）標本となる事業場における食品廃棄物等の発生量による推計

全ての事業場における１年を通じた実際の食品廃棄物等の発生量を把握することが

困難な場合は、標本となる事業場を定めて、当該事業場における食品廃棄物等の発生

量を把握し、これにより、全ての事業場における食品廃棄物等の発生量を推計します。
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この方法により推計する場合は、次の点に留意する必要があります。

① 標本となる事業場は、より多い方が数値の精度が高まることから、１年を通じた

実際の食品廃棄物等の発生量を把握できる全ての事業場とすることが適当です。

② 標本となる事業場における食品廃棄物等の発生量から、１事業場当たりの食品廃

棄物等の発生量を定め、これに総事業場数を乗じることにより、全ての事業場にお

ける食品廃棄物等の発生量を推計することが適当です。

なお、事業場ごとの規模や事業内容が著しく異なる場合にあっては、事業場規模

や事業内容ごとに類型化（大・中・小規模ごとや製造・販売する主要な品目ごと）

し、当該類型ごとに食品廃棄物等の発生量を推計することが適当です。

③ １事業場当たりの食品廃棄物等の発生量を定めるのではなく、標本となる事業場

における食品廃棄物等の発生量を、当該事業場における売上高、製造数量その他の

事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値で除すことによ

り食品廃棄物等の発生原単位を定める方法により、全ての事業場における食品廃棄

物等の発生量を推計することも可能です。

（２）標本となる時期における食品廃棄物等の発生量による推計

１年を通じて実際の食品廃棄物等の発生量を把握することが困難な場合は、標本と

なる時期を定めて、当該時期において全ての事業場から発生する食品廃棄物等の発生

量を把握し、これにより、１年を通じた実際の食品廃棄物等の発生量を推計します。

この方法により推計する場合は、標本となる時期は、１週間、１ヶ月間、３ヶ月間、

６ヶ月間など、食品廃棄物等の発生量に係る時期的な変動サイクルが一回りし、かつ、

整数倍することで１年を通じた値を把握することができる時期とすることが適当で

す。

このため、標本時期の設定に当たっては、食品廃棄物等の発生量が特異的な値を示

す時期（例 いわゆるバーゲンセール等大規模な販促活動期間、食品の保存性が低下

する盛夏期等）についての考え方を予め整理しておく必要があります。

（３）（１）及び（２）の組み合わせによる推計

標本となる事業場において、標本となる時期を定め、これにより、全ての事業場に

おける食品廃棄物等の発生量を推計することも可能です。

この方法により推計する場合の留意事項は、次のとおりです。

① 標本となる事業場は、より多い方が数値の精度が高まることから、標本となる時

期において実際の食品廃棄物等の発生量を把握できる全ての事業場とすることが適

当です。

② 標本となる時期は、１週間、１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間など、食品廃棄物等

の発生量に係る時期的な変動サイクルが一回りし、かつ、整数倍することで１年を

通じた値を把握することができる時期とすることが適当です。

このため、標本時期の設定に当たっては、食品廃棄物等の発生量が特異的な値を

示す時期（例 いわゆるバーゲンセール等大規模な販促活動期間、食品の保存性が

低下する盛夏期等）についての考え方を予め整理しておく必要があります。

③ 標本となる事業場において、標本となる時期における食品廃棄物等の発生量から、

１事業場、１年当たりの食品廃棄物等の発生量を定め、これに総事業場数を乗じる

ことにより、全ての事業場における食品廃棄物等の発生量を推計することが適当で

す。

なお、事業場ごとの規模や事業内容が著しく異なる場合にあっては、事業場規模
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や事業内容ごとに類型化（大・中・小規模ごとや製造・販売する主要な品目ごと）

し、当該類型ごとに食品廃棄物等の発生量を推計することが適当です。

④ １事業場当たりの食品廃棄物等の発生量を定めるのではなく、標本となる事業場

において、標本となる時期における食品廃棄物等の発生量から、標本となる１年を

通じた実際の食品廃棄物等の発生量を推計し、これを用いて当該事業場における売

上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係

をもつ値で除すことにより食品廃棄物等の発生原単位を定める方法により、全ての

事業場における食品廃棄物等の発生量を推計することも可能です。

３．食品廃棄物等の発生抑制の実施量の把握

食品廃棄物等の発生抑制の実施量については、定期報告省令第２条第４号の規定によ

り、平成１９年度における食品廃棄物等の発生原単位から当該年度における発生原単位

を減じて得た値に、当該年度における売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる

食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値を乗じて得た量とされています。

このため、２により発生量を把握するほか、発生原単位の算出に当たって分母となる

売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係を

もつ値について把握する必要があります。

具体的には、事業活動を量的に把握できる指標として、売上高、製造数量、販売数量、

原材料数量（原材料費）が想定されます（表１）。

このうち、食品製造業、食品卸売・小売業、外食産業を通じて用いることが可能であ

り、かつ、ほとんどの企業において企業活動に係る公表用の指標として用いられている

売上高を用いることが適当と考えられます。

しかしながら、例えば、売上高の減少が、製品等の販売価格を低下させた結果であり、

製造数量及び販売数量は増加しているといった状況が起こった場合、食品廃棄物等の発

生量と直接関係のない要因により値が変動する可能性もあることから、当面の間は、定

期報告に売上高を記載したとしても、通常把握されている製造数量、販売数量、原材料

数量等を別に記録し、複数の値により発生原単位を把握する体制としておくことが理想

的です。

ただし、定期報告において最も適切と考えられる食品廃棄物等の発生量と密接な関係

をもつ値を変更する場合は、その理由を整理しておく必要があります。

なお、当該指標について、食品関連事業以外の事業を営んでいる食品関連事業者にあ

っては、食品関連事業に係るものに限定する必要があります。

表１ 売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な

関係をもつ値の例

名 称 特 徴 利用可能業種

売上高 ○ 企業活動に係る公表用の指標として一般的に用い 食品製造業

られている 食品卸売業

○ 単位を「円」で統一できる 食品小売業

○ 食品廃棄物等の発生量と直接関係のない要因とし 外食産業

て、製造する製品の販売価格等の変化が想定される

製造数量 ○ 食品の製造・加工に係る活動量を直接反映できる 食品製造業

指標

○ 単位は製品の性状によって多岐にわたる
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○ 食品廃棄物等の発生量と直接関係のない要因とし

て、製造する製品の種類等の変化が想定される

販売数量 ○ 食品の販売に係る活動量を直接反映できる指標 食品製造業

○ 単位は製品の性状によって多岐にわたる 食品卸売業

○ 食品廃棄物等の発生量と直接関係のない要因とし 食品小売業

て、販売する製品の種類等の変化が想定される 外食産業

原材料数量 ○ 食品の製造・加工に係る活動量を直接反映できる 食品製造業

（原材料費） 指標 外食産業

○ 単位は製品の性状によって多岐にわたる

○ 食品廃棄物等の発生量と直接関係のない要因とし

て、製造する製品の種類等の変化が想定される

４．再生利用の実施量及び特定肥飼料等の製造量の把握

食品関連事業者は、判断基準省令第１５条第１項の規定により、食品循環資源の再生

利用等の実施量その他食品循環資源の再生利用等の状況を適切に把握し、その記録を行

うものとされており、また、同省令第８条第２項においては、再生利用を委託した場合

には、委託先における特定肥飼料等の製造の実施状況を定期的に把握するものとされて

います。従って、再生利用に関しては、単に再生利用の実施量の把握のみならず、食品

関連事業者が発生させた食品循環資源を原料として製造された特定肥飼料等の製造量を

把握することが求められます。

（１）再生利用の実施量の把握

再生利用の実施量とは、再生利用を実施するために、特定肥飼料等の製造施設に投

入された食品循環資源の量です。従って、再生利用の結果、得られた特定肥飼料等の

量ではありません。

このため、再生利用の実施量は、食品関連事業者の事業場内、すなわち食品循環資

源の排出事業場において計量する方法、特定肥飼料等の製造施設の投入時に計量する

方法のいずれの方法でも把握できますが、異物等の混入により、特定肥飼料等の製造

施設への投入量が減少する場合は、後者の方法により把握することが適当です。

なお、特定肥飼料等の製造に当たり、前処理として減量を行う場合が想定されます

が、この場合は、前処理で行った減量により減量化された量は、減量の実施量と計測

し、減量後に特定肥飼料等の製造施設に投入した食品循環資源の量は、再生利用の実

施量に計測します。

（２）特定肥飼料等の製造量の把握

特定肥飼料等の製造量は、再生利用事業者が製造した製品の重量（重量で把握し難

い製品の場合は、体積での記録も可能。）であり、その把握に当たって留意すべき点

は次のとおりです。

① 原材料に食品循環資源以外のものが含まれる特定肥飼料等であっても、完成した

製品の量が、食品循環資源由来の特定肥飼料等の製造量に該当します。

② 複数の食品関連事業者の食品循環資源が処理工程に投入され、特定肥飼料等の製

造量を個々の食品関連事業者ごとに測定することが困難な場合は、当該特定肥飼料

等製造施設の食品循環資源の総受入量に対する個々の食品関連事業者の食品循環資

源の受入量の比率を求め、特定肥飼料等の総製造量にこの比率を乗じ推計します。

③ 肥料製造量における戻し堆肥等、一度製造した特定肥飼料等を、その製造工程に
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再度投入する場合は、その投入量は特定肥飼料等の製造量には含まれません。

④ メタンについては、発生ガス量に発生ガス量中のメタン濃度（％）を乗じたもの

が特定肥飼料等の製造量に該当します。

なお、発生ガス中のメタン濃度の測定が困難な場合については、メタン濃度を50

％であるものとみなし、特定肥飼料等の製造量を推計します。

⑤ エタノールについては、無水エタノールの製造量を把握します。

５．熱回収の実施及び熱回収の実施量並びに熱回収により得られた熱量又は電気量の把握

方法について

（１）熱回収の実施に関する基本的事項

食品リサイクル法では、再生利用等の実施の手段として、再生利用が困難な場合に

一定の効率以上で行う熱回収を選択できることとしています。熱回収は、あくまでも、

再生利用の実施が困難な場合に選択するもので、まず、飼料化やその他の再生利用を

検討すべきで、食品リサイクル法第３条第１項の規定により定められた食品循環資源

の再生利用等の促進に関する基本方針（平成１９年財務省、厚生労働省、農林水産省、

経済産業省、国土交通省、環境省告示第１号。以下「基本方針」という。）に熱回収

の位置づけ、考え方が示されています。基本方針に示されている熱回収の位置づけ、

考え方の概略は、「食品循環資源のエネルギー利用は、二酸化炭素の増加を招かず地

球温暖化の防止に寄与することを踏まえ、再生利用施設の立地状況又は受入状況上の

問題から再生利用が困難な食品循環資源については、メタン化等と同等以上の効率で

エネルギーを利用できる場合に限り、食品循環資源の焼却によって得られる熱を熱の

まま又は電気に変換して利用する熱回収を行うことを再生利用等の一環として位置づ

ける」というものです。

また、具体的に食品リサイクル法で再生利用等の実施の手段として位置づけている

熱回収の内容、範囲については、食品リサイクル法第２条及び食品循環資源の再生利

用等の促進に関する法律第２条第６項の基準を定める省令（平成１９年農林水産省、

環境省令第５号。以下「熱回収省令」という。）に定められています。

（参考）

○熱回収省令の内容

・熱回収に係る食品循環資源の利用の基準は、次の①から③のいずれにも該当することとする。

① 次のイ、ロ、ハのいずれかに該当するものであること。

イ 事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる食品関連事業者の工場又は事業場（以下「食品

関連事業者の工場等」という。）から７５キロメートルの範囲内に特定肥飼料等の製造

の用に供する施設（以下「特定肥飼料等製造施設」という。）が存しない場合に行うも

のであること。

ロ 食品関連事業者の工場等において生ずる食品循環資源が次の(1)又は(2)のいずれかに

該当することにより当該食品関連事業者の工場等から７５キロメートルの範囲内に存

する特定肥飼料等製造施設（以下「範囲内特定肥飼料等製造施設」という。）におい

て受け入れることが著しく困難である場合に、当該食品循環資源についてのみ行うも

のであること。

(1) いずれの範囲内特定肥飼料等製造施設においても再生利用に適さない種類のもの

であること。

(2) いずれの範囲内特定肥飼料等製造施設においても再生利用に適さない性状をあら

かじめ有するものであること。
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ハ 食品関連事業者の工場等において生ずる食品循環資源の量がその時点における範囲内

特定肥飼料等製造施設において再生利用を行うことのできる食品循環資源の量の合計

量を超える場合に、当該超える量についてのみ行うものであること。

② 食品循環資源であって、廃食用油又はこれに類するもの（その発熱量が１キログラム当

たり３５メガジュール以上のものに限る。）を利用する場合には、１トン当たりの利用に

伴い得られる熱の量が２万８千メガジュール以上となるように行い、かつ、当該得られ

た熱を有効に利用するものであること。

③ 食品循環資源であって、前号に規定するもの以外のものを利用する場合には、１トン当

たりの利用に伴い得られる熱又はその熱を変換して得られる電気の量が１６０メガジュ

ール以上となるように行い、かつ、当該得られた熱又は電気を有効に利用するものであ

ること。

・熱回収に係る食品循環資源の譲渡の基準は、前記の①から③のいずれも満たすことができる

者に譲渡することとする。

（２）熱回収の実施の検討の手順

熱回収は、熱回収省令に定められたとおり、再生利用の実施が困難な場合において

一定の効率で熱回収を行うことのできる施設で実施し得るものです。したがって、熱

回収を実施しようとする場合には、あらかじめ、再生利用の実施が困難であるかどう

か、熱回収を行う廃棄物発電施設等が熱回収省令に定められた効率を満足し得る施設

であるかどうかを検討することが必要になります。その検討の手順等は、図１に示す

とおりです。

（解説）

① 75kmの距離の範囲内における再生利用施設の有無については、登録再生利用事

業者の再生利用施設が、北海道、北東北、南九州などの一部地域を除き、ほとん

どの地域で75kmの距離の範囲内に存在しています。再生利用施設の有無は、都道

府県又は市町村の廃棄物部局に、食品関連事業者の事業場の近隣の再生利用施設

の住所を問い合わせ、地図等から距離を計測し確認することができます

なお、魚あらの再生利用施設については、別添の（社）フィッシュミール協会

の会員企業の一覧である「全国魚粉製造業者名簿」から確認することができます。

② 75kmの距離の範囲内に再生利用施設が存在する場合でも、食品循環資源の種類

やあらかじめ有する性状が再生利用に適さないため、いずれの再生利用施設でも

受け入れることのできないときには、再生利用の実施が困難となります。例えば、

植物性残さである食品循環資源を材料として牛用飼料の製造を行う再生利用施設

において、動物性残さである食品循環資源の再生利用を行うことが出来ない場合

が該当します。

このため、食品循環資源の種類、性状をあらかじめ把握し、再生利用施設設置

者に受入の可否を問い合わせる必要があります。

なお、食品循環資源は一般的に腐敗しますが、腐敗という性状はあらかじめ有

する性状ではなく、不適切な管理の結果として生じるものですから、食品循環資

源が腐敗したことにより再生利用ができない場合は再生利用の実施が困難との条

件には該当しません。

③ 75kmの距離の範囲内に再生利用施設が存在し、食品循環資源の種類や性状が再

生利用に適する場合でも、再生利用施設の受入可能量が不足するため、再生利用

施設で受け入れることのできないときには、受入可能量を上回る食品循環資源の

再生利用の実施が困難となります。例えば、75kmの距離の範囲内に再生利用施設
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が10カ所存在し、10カ所の施設全体の受入可能量（余力）の合計量が年間1000ト

ンある場合に、発生する食品循環資源の量が年間1,500トンあったときは、受入

可能量の1,000トンを上回る500トン分は再生利用の実施が困難になります。

このため、食品循環資源の発生量、発生時期をあらかじめ把握し、再生利用施

設設置者に受入の可否を問い合わせる必要があります。

④ 食品循環資源には様々な種類がありますが、熱回収という観点から、廃食用油

やしょうゆ油といった発熱量の高いものは、そのまま工場等のボイラー燃料とし

て利用することが可能です。このため、こうした食品循環資源を、その他の食品

循環資源と区別して、「廃食用油又はこれに類するもの」としており、具体的に

は、低位発熱量35MJ/kg以上のものが該当します。

なお、低位発熱量の測定方法については、（４）を参照してください。

⑤ 廃食用油又はこれに類するもの以外のその他の食品循環資源（つまり低位発熱

量35MJ/kg未満のもの）については、廃棄物発電施設等で他の廃棄物と混合して

燃焼させ、熱のまま又は熱を電気に変換してエネルギー利用することが可能な場

合があります。このため、廃食用油等とは区別して、取り扱うこととしています。

⑥ 廃食用油等を燃料利用できる最も一般的な施設は、ボイラーであると考えられ

ます。廃食用油をバイオディーゼル燃料化する場合の効率がおよそ80%程度であ

り、この場合と同等以上の効率でのエネルギー利用とする観点から、熱回収が実

施できる施設かどうかを判断する目安としてボイラー効率80%以上であることと

仮定します。ボイラー効率は、熱回収を実施しようとする施設側でその設計値や

実績値を把握していますから、施設側からボイラーの設計値又は実績値を確認す

ることができます。

⑦ 上記の整理から、廃食用油等の低位発熱量（MJ/kg）を測定し、その値に熱回

収を実施しようとするボイラーのボイラー効率を乗じて得られた値が28,000MJ/t

を上回る場合には、熱回収基準に定められた効率の良い熱回収の実施が可能であ

ると考えられます。

（例）

廃食用油等の低位発熱量が35MJ/kgで、ボイラー効率80%の場合

35×1,000×0.8=28,000MJ/t

また、この場合、バイオディーゼル燃料化と同等以上の効率でのエネルギー利

用とする観点から、ボイラー蒸気の利用形態として、摂氏100度以上の温度の蒸

気を食品製造工場の生産プロセス用の熱源として利用する形態等が基本となりま

す。

以上で示したほか、熱を有効に利用すると認められる場合については、表２の

とおりです。

なお、廃食用油等を直接ボイラー熱源として蒸気タービン方式により発電する

ことは可能ですが、エネルギー効率の観点からは、バイオディーゼル燃料化して

ディーゼルエンジンで発電する方が効率が良く、高い熱回収効率は期待されませ

んので、廃食用油等をボイラー＋蒸気タービンで発電する場合は、一般的には熱

回収の対象にはなり得ないと考えられます。
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表２ 得られた熱又は電気を有効に利用すると認められる場合

利用方法 適否

熱供給 食品関連事業者の自社ボ ボイラー稼働用 ×

イラーの場合 食品工場における生産設備稼働用及びユーティ ○

リティ用

食品工場管理棟のユーティリティ用 ○

外部熱供給 ○

廃棄物処理業者又は市町 外部熱供給 ○

村の廃棄物処理施設の廃 （廃棄物焼却施設稼働用（熱回収・供給設備及

棄物熱供給等自社ボイラ び熱回収・供給設備以外の焼却用設備を含む）

ー以外の場合 及び廃棄物処理施設周辺地域への還元施設用は

対象外）

発電 食品関連事業者の自社発 発電施設稼働用 ×

電の場合 食品工場における生産設備稼働用及びユーティ ○

リティ用

食品工場管理棟のユーティリティ用 ○

売電 ○

廃棄物処理業者又は市町 売電 ○

村の廃棄物処理施設の廃 （廃棄物焼却施設稼働用（発電設備及び発電設

棄物発電等自社発電以外 備以外の焼却用設備を含む）及び廃棄物処理施

の場合 設周辺地域への還元施設用は対象外）

⑧ 廃食用油等以外の食品循環資源を廃棄物発電施設で熱回収を行う場合、食品循

環資源をメタン化する場合の効率と同等以上の効率でのエネルギー利用とする観

点から、熱回収が実施できる施設かどうかを判断する目安は、一般的には、正味

の発電効率が10%以上であることが必要になります。

正味の発電効率は、廃棄物発電施設（売電等の外部への電力供給を行う廃棄物

焼却施設）において廃棄物を燃焼させて得られた総発電量から施設を稼働させる

ために要した電気の量を差し引いて計算される正味の発電量を、その廃棄物発電

施設で焼却した廃棄物の低位発熱量で除して％に換算して得られます。通常、廃

棄物発電施設側で発電効率の実績値を把握していますから、施設側から正味の発

電効率を確認することができます。正味の発電効率を正確に確認することが難し

い場合には、廃棄物発電施設の所内率（発電した電力全体に占める廃棄物発電施

設内で使用した電力の割合）と設計上の発電効率（発電端）から、簡易的に計算

（計算式：発電効率（発電端）×（１－所内率÷100））することも可能です。

（例）

○正味の発電量が把握されている場合

廃棄物発電施設の廃棄物焼却量の実績値が年間10万ｔ

電力会社への売電電力量（正味の発電量）の実績値が年間4,000万kWh

廃棄物の低位発熱量（湿ベース）の平均値が9MJ/kgのとき、

発電効率（正味）は、

1kWh＝3.6MJ、9MJ/kg＝9,000MJ/tであるから

4,000万ｋWh÷（9MJ/kg×10万ｔ）＝4,000万×3.6÷90,000万
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＝0.16＝16%

○総発電量と所内率から計算する場合

廃棄物発電施設の廃棄物焼却量の実績値が年間10万ｔ

総発電量の実績値が年間5,500万kWh、所内率が40%

廃棄物の低位発熱量（湿ベース）の平均値が9MJ/kgのとき、

発電効率（正味）は、

1kWh＝3.6MJ、9MJ/kg＝9,000MJ/tであるから

5,500万ｋWh÷（9MJ/kg×10万ｔ）×(１－40%÷100）（所内率）

＝5,500万×3.6÷90,000万×0.6＝0.132＝13.2%

○所内率と発電端発電効率から計算する場合

廃棄物発電施設の発電端発電効率が20%、所内率が40%のとき、発電効率

（正味）の推計値は、

20%×(1－40%÷100)＝12%

また、図1のフローチャートでは廃棄物発電の例を示していますが、熱として

供給し利用する場合も熱回収の対象となります。熱の場合についても発電と同様

に正味の熱利用の効率10%以上を熱回収が実施できる施設かどうかが判断の目安

となります。正味の熱利用の効率は、廃棄物熱供給施設（外部熱供給を行う廃棄

物焼却施設）において廃棄物を燃焼させて得られた熱のうち外部に熱供給してい

る熱量を、その廃棄物熱供給施設で焼却した廃棄物の低位発熱量で除して％に換

算して得られます。この値も施設側で実績値を把握していますから、施設側から

確認することができます。このような施設の場合、熱回収の対象になるのは、廃

棄物熱供給施設の外部に供給している場合に限られ、廃棄物熱供給施設内におけ

るプラント設備利用や給湯・温水利用は除外されます。また、施設外であっても、

周辺地域のための還元施設（注1）での熱利用は、得られた熱を有効に利用するもの

とは認められないため、熱回収の対象となりません。熱を有効に利用すると認め

られる場合は、熱供給事業による熱供給や、業務用施設のユーティリティや工場

の生産やユーティリティに用いるエネルギーの熱源用に熱供給を行う場合に限ら

れます（表２参照）。

（注１）：廃棄物熱供給施設である廃棄物焼却施設の設置と併せて隣接地等にプール、

アイススケート場、温室などの周辺地域への還元施設を設置し、還元施設に熱を供

給するケースがありますが、これらの還元施設は廃棄物処理のために必要となる施

設と考えられ、廃棄物の処理で生じた熱を廃棄物の処理以外の領域で化石燃料に代

替して広く有効に利用することにはならないものです。

なお、冷暖房や給湯として有効に利用されるエネルギーは蒸気や温水の温度に

左右されるため、本来は蒸気や温水の温度を考慮した有効エネルギー効率で考え

る必要がありますが、有効エネルギー効率の考え方は広く定着していないため、

単純なエネルギー効率での基準となっています。しかし、エネルギーの有効利用

の観点からは、効率良く熱利用を行うべきですから、上述の説明により計算され

る熱利用の効率10%以上を上回る場合でも、できるだけ高い温度(注2)での熱利用を

行うことが望ましいといえます。

（注2）：発電効率10%と同等となるのは、有効エネルギー効率10%以上となる熱利用で

す。その場合の蒸気又は温水の温度は120度以上です。

⑨ また、上記の具体例に限らず、廃食用油等以外の食品循環資源の低位発熱量（M

J/kg）を測定し、その値に熱回収を実施しようとする廃棄物発電施設の正味の発

電効率を乗じて得られた値が160MJ/tを上回る場合には、熱回収基準に定められ
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た効率の良い熱回収の実施が可能であると考えられます。

（例）

廃棄物発電施設の廃棄物焼却量の実績値が年間10万ｔ

電力会社への売電電力量（正味の発電量）の実績値が年間4,000万kWh

廃棄物の低位発熱量（湿ベース）の平均値が9MJ/kg

食品循環資源の低位発熱量（湿ベース）の平均値が1.4MJ/kgのとき、

発電効率（正味）は、

1kWh＝3.6MJ、9MJ/kg＝9,000MJ/tであるから

4,000万ｋWh÷（9MJ/kg×10万ｔ）＝4,000万×3.6÷90,000万

＝0.16＝16%

1トン当たりの食品循環資源から得られた電気の量は、

1.4MJ/kg×16%＝1,400MJ/t×0.16＝224MJ/t

熱供給を行う場合も同様に、廃食用油等以外の食品循環資源の低位発熱量（M

J/kg）を測定し、その値に熱回収を実施しようとする廃棄物熱供給施設の正味

の熱利用の効率を乗じて得られた値が160MJ/tを上回る場合には、熱回収基準に

定められた効率の良い熱回収の実施が可能であると考えられます。

⑩ なお、今後、環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/)において、熱回収

の対象となる可能性のある、正味の発電効率や熱利用の効率が施設設計の時点で

10%以上の熱回収施設の状況を掲載する予定です。
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いいえ①

はい

いいえｂ②

③

はい

はい

いいえ

③

再生利用が困難で熱回収を選択しうる場合に該当する

食品循環資源が廃食用油
又はこれに類するもので低位

発熱量が35MJ/ｋｇ以上
食品循環資源が左以外のもの

熱回収の選
択不可能④ ⑤

熱回収不可はい はい 熱回収不可

いいえ いいえ

⑧⑥

熱回収不可はい はい 熱回収不可

いいえいいえ

⑦ ⑨

熱回収の実施が可能

はい はい

熱回収の実施が可能

図１ 熱回収実施の検討手順
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把握するデータ
①熱回収施設への食品循環資源の年間搬入量（特定の期間に限った搬入である場合には当該期間
における搬入量）：Mb（トン）

②熱回収施設における廃棄物等の年間投入量（食品循環資源の搬入が特定の期間に限ったもので
ある場合には当該期間における廃棄物等（①の値を含む）の搬入量）：Mw（トン）
③食品循環資源の湿ベースの低位発熱量：Hb（MJ/kg）g
④熱回収施設における廃棄物等の湿ベースの低位発熱量：Hw（MJ/kg）
⑤年間（食品循環資源の搬入が特定の期間に限ったものである場合には当該期間）の熱回収施設に
おける蒸気等外部供給し利用した熱の量（正味）又は外部供給し利用した発電量（正味）：E（MJ）

○ 自ら記録している熱回収施設への食品循環資源の搬入量を年間集計（食品循環資源の搬
入が特定の期間に限ったものである場合には当該期間集計）する（①のMbを得る）。

○ 自ら記録（年間にわたる搬入の場合は、四半期ごとに年4回測定する。特定の期間に限った
搬入である場合は四半期ごとに1回測定する ）している熱回収施設へ搬入する食品循環資源搬入である場合は四半期ごとに1回測定する。）している熱回収施設へ搬入する食品循環資源
の湿ベースの低位発熱量の平均値を計算する（③のHbを得る）。

○ 熱回収施設側で記録している熱回収施設に投入する廃棄物等（廃棄物及び食品循環資源）
の年間投入量（品循環資源の搬入が特定の期間に限ったものである場合には当該期間の投
入量）を入手する（②のMwを得る）。

○ 熱回収施設側で記録している熱回収施設に投入する廃棄物等（廃棄物及び食品循環資源）
の湿ベースの低位発熱量（食品循環資源の搬入が特定の期間に限ったものである場合には
当該期間に測定された低位発熱量）を入手する（④のHwを得る）。

○ この場合、灯油等の助燃剤を利用している場合には助燃剤の年間使用量（食品循環資源の
搬入が特定の期間に限ったものである場合には当該期間の使用量） F（トン）及び助燃剤の低
位発熱量Hf（MJ/kg）も入手する。

○ 熱回収施設側で記録している蒸気等の形態で外部供給し利用した熱の量（正味）又は外部○ 熱回収施設側で記録している蒸気等の形態で外部供給し利用した熱の量（正味）又は外部
供給し利用した発電量（正味）を入手する（⑤のEを得る。）。

○ 熱回収施設で1トン当たりの食品循環資源から得られた熱の量又は電気の量を次の式により
計算し、熱回収基準に適合することを確認する。

廃食用油又はこれに類するもので低位発熱量
が35MJ/ｋｇ以上の食品循環資源

左以外の食品循環資源

YES YES

が35MJ/ｋｇ以上の食品循環資源

Mb×Hb÷
（Mw×Hw＋F×Hf）
×E÷Mｂ≧160

Mb×Hb÷
（Mw×Hw＋F×Hf）
×E÷Mｂ≧28,000

YES YES

熱回収の実施量＝Mb
得られた熱の量＝ Mb×Hb÷
（Mw×Hw＋F×Hf）×E

熱回収の実施量＝Mb
得られた熱又は電気の量＝ Mb×Hb÷
（Mw×Hw＋F×Hf）×E

図２ 熱回収の実施量及び得られた熱・電気の量の計算手順
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（３）熱回収の実施量及び得られた熱の量又は電気の量の把握方法等について

熱回収の実施量及び得られた熱の量又は電気の量については、判断基準省令第９条

の規定により、その把握及び記録を行い、再生利用等実施率等に反映することとされ

ています。また、食品廃棄物等多量発生事業者にあっては定期報告事項として定期報

告することとされています。

熱回収の実施量については、図２にその考え方及び手順を示します。熱回収の実施

量を把握する場合には、廃棄物発電等の熱回収を行う施設に搬入された食品循環資源

の量のうち、廃棄物発電等の熱回収を行う施設において熱回収省令に定められた熱又

は電気が得られ、有効に利用されていることが確認された量を熱回収の実施量としま

す。具体的には、食品循環資源を年間を通じて熱回収を行う施設に搬入している場合

には、年間の搬入量及び年間の有効に利用された熱又は電気の量（外部供給し利用し

た熱の量又は外部供給し利用した発電量）を把握し、熱回収省令に定められた基準（廃

食用油等の場合には廃食用油等1トン当たり28,000MJ以上、廃食用油等以外の食品循

環資源の場合には食品循環資源1トン当たり160MJ以上）を満たすことが確認できた場

合に熱回収が実施されたものとし、熱回収の実施量としてカウントします。食品循環

資源の搬入が特定の期間に限ったものである場合には、当該期間における搬入量及び

有効に利用された熱又は電気の量を把握し、熱回収省令に定められた基準を満たすこ

とが確認できた場合に熱回収が実施されたものとし、熱回収の実施量とします。

ただし、いずれの場合にも、食品循環資源の搬入量や有効に利用された熱又は電気

の量を期間の通算値ではなく月単位など細区分して把握し、熱回収省令に定められた

基準を満たすことが確認できた期間のみの搬入量を通算し、熱回収の実施量とするこ

とは可能です。

（４）測定に当たって参考となる事項

食品循環資源の低位発熱量を測定するためには、発生した食品循環資源から発熱量

測定用の試料をサンプリングする必要があります。サンプリング方法は、産業廃棄物

のサンプリング方法JIS K 0060や「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項

について」（昭和52年11月4日環整95号厚生省水道環境部環境整備課長通知）別紙２の

Ⅰの四分法などを参考にし、できるだけ代表性のある均一な試料をサンプリングでき

るように考慮して下さい。

また、サンプリングした試料の低位発熱量の測定は、廃棄物固形化燃料－発熱量試

験方法JIS Z 7302-2が参考となります。

（５）判断基準省令第９条に基づく記録について

再生利用等の実施の手段として熱回収を行う場合には、判断基準省令に従って次の

事項について記録をすることが必要です。

① 事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる自らの工場又は事業場から７５キロメート

ルの範囲内における特定肥飼料等製造施設の有無

（２）①により調査した結果、事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる自らの工場

又は事業場から７５キロメートルの範囲内において特定肥飼料等製造施設が存在す

るか否かを記録します。

② 事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる自らの工場又は事業場から７５キロメート

ルの範囲内に存する特定肥飼料等製造施設において、当該工場又は事業場において

生ずる食品循環資源を受け入れて再生利用することが著しく困難であることを示す

状況
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（２）②、③により再生利用施設設置者に受入の可否を問い合わせた年月日（再

生利用施設設置者からの回答年月日）、問い合わせた再生利用施設設置者の住所及

び氏名・名称、再生利用施設設置者から再生利用施設での受入が困難であると回答

された理由を記録します。

③ 熱回収を行う食品循環資源の種類及び発熱量その他の性状

食品循環資源の種類については、発生する行程や動物性又は植物性のいずれであ

るかなどを記録します。

食品循環資源の発熱量については、（４）により把握した食品循環資源の低位発

熱量を記録します。

食品循環資源のその他の性状としては、②において性状を理由に再生利用施設で

の受入が困難であるとされた場合、その性状（具体的には重金属含有量や塩分含有

量などが想定されます。）の内容を記録します。

④ 食品循環資源の熱回収により得られた熱量（その熱を電気に変換した場合にあっ

ては、当該電気の量）

（３）による把握した熱回収の実施量及び得られた熱の量又は電気の量を月間、

年間等定期的に記録します。

⑤ 熱回収を行う施設の名称及び所在地

熱回収を行う施設の名称及び所在地を記録します。

なお、複数の施設において熱回収を行う場合は、当該施設ごとに③、④の項目を

記録しておくことが望ましいと考えられます。

６．減量の実施量の把握

食品リサイクル法においては、減量の内容を、脱水、乾燥、発酵、炭化の方法により

食品廃棄物等の量を減少させることと定めており、食品関連事業者が自ら発生せしめた

食品廃棄物等に対して減量行為を行い、その事業所外への排出量を減少するものを対象

としています。このため、他人に委託して減量を行う場合は、本法に定める減量には該

当しません。

また、減量の実施量とは、減量を行った結果、減少した食品廃棄物等の量であり、減

量施設や機器に投入された食品廃棄物等の量ではありません。

このため、減量の実施量は、減量化施設に投入された食品廃棄物等の量から減量後の

食品廃棄物等の量を引いた量により算出されることになりますが、必要に応じ、次式に

より算出することも可能です。

減量化施設に投入された食品廃棄物等の量×減量化施設の減量効率（％）

７．再生利用等実施率の算出

再生利用等実施率の算出については、判断基準省令第２条の規定により定められた算

出式により算出します。具体的には２～６により把握した値を用いて次により算出しま

す。

当該年度における

発生抑制の実施量＋再生利用の実施量＋熱回収の実施量×０．９５＋減量の実施量
× １００

発生抑制の実施量＋食品廃棄物等の発生量

８．定期報告省令第１条の規定による定期報告書の記載に当たっての留意事項

-14-



食品リサイクル法第９条第１項の規定による食品廃棄物等多量発生事業者の主務大臣

への定期報告については、定期報告省令別記様式に必要事項を記入の上、提出する必要

があります。別記様式の各欄の記載に当たっては、様式の備考欄に記載された事項のほ

か、次の点に留意する必要があります。

（１）定期報告については、電子申請により行う必要があります。電子申請・処理に必要

なシステム構築は平成２０年度に行い、農林水産省のホームページにアップロードす

る予定です。

（２）「業種」の欄に記入すべき業種名は、別記様式備考４に列挙されています。各業種

の具体的内容については、日本標準産業分類（平成１４年３月改定）（総務省）を参

照してください。

（３）「法第９条第２項に規定する事業の有無」の欄については、定期報告省令第３条各

号に該当する約款、約款以外の契約書、環境方針、行動規範又はマニュアルがある場

合、「有」と記入します。

（４）「業種」の欄に複数の業種を記入した場合、表１～１０、１２及び１３について、

少なくとも、次表に掲げる業種分類が複数にわたる場合については、業種ごとに各項

目を記入した上で、全体の量を記入します。

なお、業種ごとに再生利用等の実施状況を把握していない場合は、緊急措置として

２（１）③等を参考に推計し記入することは可能ですが、早急に業種ごとに把握でき

る社内体制を整備し対応して下さい。

業種分類 該当する業種

食品製造業 畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜缶詰・果実缶詰・

農産保存食料品製造業、調味料製造業、糖類製造業、精殻・製

粉業、パン・菓子製造業、動植物油脂製造業、その他の食料品

製造業、清涼飲料製造業、酒類製造業、茶・コーヒー製造業

食品卸売業 農畜産物・水産卸売業、食品・飲料卸売業

食品小売業 各種食料品小売業、酒小売業、食肉小売業、鮮魚小売業、野菜

・果実小売業、菓子・パン小売業、米穀類小売業、その他の飲

食料品小売業

外食産業 一般飲食店、遊興飲食店、沿海旅客海運業、内陸水運業、結婚

式場業、旅館業

（５）「法第９条第２項に規定する事業の有無」の欄に「有」と記入した場合は、表１～

１５については、加盟者分を含めて記入します。

（６）表１～１１の「対前年度比（％）」の欄については、前年度の実績がゼロの場合は、

「前年度実績ゼロ」と記入します。

（７）表１の「発生量の把握方法」の欄について、２（１）～（３）の方法により把握し

た場合は、標本とした事業場数、時期、これらを用いた推計過程について記入します。

（８）表２については、３により複数把握している売上高、製造数量その他の事業活動に

伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値のうち、最も適切な値を記入

します。

なお、売上高以外の値を記入した場合は、参考値として、売上高についても記入し

ます。

（９）表３の「基準発生原単位」の欄については、判断基準省令第３条第２項の規定によ

り、主務大臣が基準発生原単位を定めた場合においては、その値を記入します。
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（１０）表５の「再生利用の実施量の把握方法」の欄については、把握主体（事業者自ら

又は再生利用の委託先）及び把握方法を記入します。

なお、表６の「熱回収の実施量の把握方法」の欄、表８の「再生利用等以外の実施

量の把握方法」の欄、表９の「廃棄物としての処分の実施量の把握方法」の欄につい

ても同様です。

（１１）表１０の「基準実施率（％）」の欄については、判断基準省令第２条の規定によ

り、次の手順により算出した値を記入します。

① 平成１９年度における基準実施率は、次式により算出します。

平成１９年度における

再生利用の実施量＋熱回収の実施量×０．９５＋減量の実施量
× １００

食品廃棄物等の発生量

② 平成２０年度における基準実施率は、①により算出した平成１９年度における基

準実施率に、当該実施率に応じた以下の表に対応する値を加えたものとします。

なお、平成１９年度の基準実施率が２０％未満の場合、平成１９年度の基準実施

率を２０％とすることとされており、これにより、平成２０年度における基準実施

率は２２％とします。

平成１９年度の基準実施率 加える値

２０％以上５０％未満 ２

５０％以上８０％未満 １

８０％以上 ０

③ 平成２１年度における基準実施率は、②により算出した基準実施率に、②に示し

た表の「平成１９年度」部分を「平成２０年度」と読み替えて算出します。

平成２２年度～平成２４年度についても同様の方法により算出します。

④ 各年度の基準実施率は、平成１９年度の基準実施率を把握した時点で、機械的に

算出される目標値であり、平成２０年度以降の実際の再生利用等実施率は、基準実

施率の算出作業には直接関係するものではありません。

（１２）表１１の「食品廃棄物等の発生原単位」の欄は、業種ごとに、発生抑制の実施量

の算出に用いた値を記入します。

（１３）表１２の「特定肥飼料等の種類」の欄については、肥料、飼料、炭化の過程を経

て製造される燃料及び還元剤、油脂及び油脂製品、エタノール、メタンのいずれかを

記入します。

（１４）表１２及び表１３の「委託先又は譲渡先の業者」の欄は、複数の委託先又は譲渡

先の業者がある場合は、当該業者ごとに記入します。

（１５）表１３の「熱回収により得られた熱量又はその熱を変換して得られた電気の量」

の欄は、５（３）のとおり算出した値を記入します。

（１６）表１４については、次のとおりです。

① 「食品循環資源の再生利用等の実施の原則（食品循環資源の再生利用等の優先順

位に関すること）」の欄については、判断基準省令第１条第２項に規定された原則

に従って食品循環資源の再生利用等を実施したと評価できる場合に「適」を記入し、

これ以外の場合は「不適」と記入します。

② 「食品廃棄物等の発生の抑制」の各欄については、事業内容に係る食品製造・加
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工過程、販売過程、調理過程、食事の提供過程の有無によっては、「該当しない」

を記入する欄があります。

なお、「売れ残りその他の食品廃棄物等の発生形態ごとに定期的に発生量を計測

し、その変動の状況の把握に努めること」及び「必要に応じ細分化した実施目標を

定め、計画的な食品廃棄物等の発生の抑制に努めること」の欄については、食品関

連事業者全てに適用される事項です。

③ 「食品廃棄物等の収集又は運搬の基準」の各欄については、食品廃棄物等の収集

又は運搬を自ら行っている食品関連事業者が記入します。

④ 「食品廃棄物等の収集又は運搬の委託の基準」の各欄については、食品廃棄物等

の収集又は運搬を他人に委託している食品関連事業者が記入します。

⑤ 「再生利用に係る特定肥飼料等の製造の基準」の各欄については、食品循環資源

の再生利用を自ら実施している食品関連事業者が記入します。

⑥ 「再生利用に係る特定肥飼料等の製造の委託及び食品循環資源の譲渡の基準」の

各欄については、食品循環資源の再生利用を他人に委託している食品関連事業者が

記入します。

⑦ 「食品循環資源の熱回収」の各欄については、食品循環資源の熱回収を自ら又は

他人に委託して実施している食品関連事業者が記入します。

⑧ 「食品廃棄物等の減量」の欄については、食品廃棄物等の減量を実施している食

品関連事業者が記入します。

⑨ 複数の事業場を有する事業者にあっては、各欄において、全ての事業場のうち、

半数以上の事業場で「適」と評価できる場合は、「適」と記入します。

（例）

事業場Ａ、Ｂ、Ｃのうち、Ａ、Ｂが適と評価できる場合→「適」と記入

Ａのみが適と評価できる場合→「不適」と記入

（１７）表１５の「その他の食品循環資源の再生利用等の促進のために実施した取組」の

欄については、判断基準省令の遵守のために実施している取組やその他の食品循環資

源の再生利用等の促進のために実施した取組のうち、特に紹介すべきと考えられる取

組の内容を具体的に記入します。

（１８）表１６の「国が公表を行うことについての同意の有無」の欄に「有」と記入した

場合は、事業者名、表３の発生原単位、表１０の当年度の再生利用等の実施率及び表

１５の取組内容を国のホームページ等で公表します。
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別記様式（第１条関係）

※受理年月日 月 日

定 期 報 告 書
（記載例）

農林水産大臣 殿
環境大臣 殿
経済産業大臣 殿

年 月 日

住 所 東京都千代田区霞が関１－２－２

氏 名 株式会社食品循環
代表取締役 資源 輪造 印

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

電話番号 ０３－○○○－△△△△

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第９条の規定に基づき、次のとおり報
告します。

事業者名 株式会社食品循環

郵便番号 ○○○－△△△△
住所 東京都千代田区霞が関１－２－２

各種食料品小売業 一般飲食店
業種

法第９条第２項に規定 無
する事業の有無

報告書作成 ○○ ○○
責任者氏名
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表１ 食品廃棄物等の発生量（①＝⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩）

業種 発生量（ｔ） 対前年度比（％）

各種食料品小売業 ７０ ７８

一般飲食店 ６１ ７７

合計 １３１ ７８

全５店舗中３店舗において、平成２０年５月の１ヶ月間におけ
発生量の把握方法 る発生量を実測し、３店舗のデータから１店舗当たりの平均年

間発生利用を推計。これに全店舗数を乗じることにより推計し
た。

表２ 食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値（②）

業種 売上高、製造数量等 対前年度比（％）

各種食料品小売業 名称 単位 値

売上高 千円 121,000 １０５

一般飲食店 名称 単位 値

売上高 千円 82,500 ９５

当該値を用いた理由 食品の販売・調理と密接な関係をもつ値であるため

前年度より当該値
を変更した理由

表３ 食品廃棄物等の発生原単位（③＝①÷②）

業種 発生原単位 対前年度比（％） 基準発生原単位

各種食料品小売業 0.58kg ／千円 ７４

一般飲食店 0.74kg ／千円 ８１

発生原単位が対前
年度比で１００％
を超えた理由又は
発生原単位が基準
発生原単位を上回
った理由
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表４ 食品廃棄物等の発生抑制の実施量（④＝（⑤－③）×②）

業種 平成１９年度 発生抑制の実施量 対前年度比（％）
発生原単位 （ｔ）

（⑤＝平成１９年度の① （④）
÷平成１９年度の②）

各種食料品小売業 0.78kg ／千円 ２５ 前年度実績ゼロ

一般飲食店 0.91kg ／千円 １４ 前年度実績ゼロ

合計 ３９ 前年度実績ゼロ

発生抑制の具体的 商品及び原材料の発注数量の算出方法をより精緻に変更。
な取組内容

表５ 食品循環資源の再生利用の実施量（⑥）

業種 特定肥飼料等の種類 再生利用の実施量（ｔ） 対前年度比（％）

各種食料品小売業 飼料 ２０ １３３

小計

一般飲食店 肥料 ２０ １００

小計

飼料 ２０ １３３
合計

肥料 ２０ １００

総計 ４０ １１４

再生利用の実施量 当社自らが、収集運搬車両投入の際に重量を測定
の把握方法

表６ 食品循環資源の熱回収の実施量（⑦）

業種 熱回収の実施量（ｔ） 対前年度比（％）

一般飲食店 ５ 前年度実績ゼロ

合計 ５ 前年度実績ゼロ

熱回収の実施量の 熱回収の委託先において、施設受入時にトラックスケールにて
把握方法 測定
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表７ 食品廃棄物等の減量の実施量（⑧）

業種 減量の方法 減量の実施量（ｔ） 対前年度比（％）

一般飲食店 脱水 ２０ ６７

小計 ２０ ６７

小計

脱水 ２０ ４４
合計

総計 ２０ ４４

表８ 食品循環資源の再生利用等以外の実施量（⑨）

業種 特定肥飼料等以外の 再生利用等以外の実 対前年度比（％）
製品の種類 施量（ｔ）

各種食料品小売業 ＲＤＦ ５ １００

小計 ５ １００

小計

ＲＤＦ ５ １００
合計

総計 ５ １００

再生利用等以外の 再生利用等以外のリサイクルの委託先において、施設受入時に
実施量の把握方法 トラックスケールにて測定
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表９ 食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量（⑩）

業種 廃棄物としての処分の実施量（ｔ） 対前年度比（％）

各種食料品小売業 ４５ ８２

一般飲食店 １６ ５５

合計 ６１ ７３

廃棄物としての処 当社自らが、収集運搬車両投入の際に重量を測定
分の実施量の把握
方法

表１０ 食品循環資源の再生利用等の実施率（（④＋⑥＋⑦×０．９５＋⑧）÷（①＋
④）×１００（％））

基準実施率（％）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

４７ ４９ ５１ ５２ ５３ ５４

当年度の再生利用等 再生利用等の実施率（％） 対前年度比（％）
の実施率

６１ １２９

業種 再生利用等の実施率（％） 対前年度比（％）

各種食料品小売業 ４７ １４１

一般飲食店 ７８ １２４

再生利用等の実施率
が基準実施率を下回
った理由
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表１１ 平成１９年度から平成２４年度までの食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源
の再生利用等の変化状況

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

食品廃棄物等の １６９ １３１
発生量（ｔ）

対前年度比（％） ７８

食品廃棄物等の ０．７８ ０．５８

発生原単位 ０．９１ ０．７４

対前年度比（％） ７４

８１

食品廃棄物等の発生 ３９
抑制の実施量（ｔ）

対前年度比（％） 前年度実績ゼロ

食品循環資源の再生 ３５ ４０
利用の実施量（ｔ）

対前年度比（％） １１４

食品循環資源の熱 ０ ５
回収の実施量（ｔ）

対前年度比（％） 前年度実績ゼロ

食品廃棄物等の減 ４５ ２０
量の実施量（ｔ）

対前年度比（％） ４４

食品循環資源の再 ５ ５
生利用等以外の実

施量（ｔ）

対前年度比（％） １００

食品廃棄物等の廃 ８４ ６１
棄物としての処分

の実施量（ｔ）

対前年度比（％） ７３

食品循環資源の ４７ ６１
再生利用等の実
施率（％）

対前年度比（％） １２９
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表１２ 特定肥飼料等の製造量（再生利用の委託先又は食品循環資源の譲渡先における
製造量を含む。）

業種 特定肥飼料等の種類 製造量 単位

各種食料品小売業 飼料 ７ ｔ

小計

一般飲食店 肥料 １０ ｔ

小計

飼料 ７ ｔ
合計

肥料 １０ ｔ

総計 １７ ｔ

氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名） 株式会社飼料製造
代表取締役 ○○ ○○

委 託 先
又 は 譲 住所 ○○県○○○
渡 先 の
業者 再生利用の実施量（ｔ） ２０

特定肥飼料等の種類 製造量 単位

飼料 ７ ｔ

氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名） たい肥製造株式会社
代表取締役 ○○ ○○

委 託 先
又 は 譲 住所 ○○県○○
渡 先 の
業者 再生利用の実施量（ｔ） ２０

特定肥飼料等の種類 製造量 単位

肥料 １０ ｔ
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表１３ 熱回収により得られた熱量（その熱を電気に変換した場合にあっては、当該電
気の量）（熱回収の委託先又は食品循環資源の譲渡先における熱量又は電気の量
を含む。）

熱回収により得られた熱量又はその熱を変換して得られた電気の量
業種

熱量（ＭＪ） 電気の量（ＭＪ）

一般飲食店 ８５０

８５０
合計

氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名） 株式会社バイオ発電
代表取締役 ○○ ○○

委 託 先
又 は 譲 住所 ○○県○○
渡 先 の
業者 熱回収の実施量（ｔ） ５

熱量（ＭＪ） 電気の量（ＭＪ） ８５０

氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）

委 託 先 住所
又 は 譲
渡 先 の 熱回収の実施量（ｔ）
業者

熱量（ＭＪ） 電気の量（ＭＪ）
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表１４ 判断の基準となるべき事項の遵守状況

判断の基準となるべき事項 遵守状況

食品循環資源の再生利用等の実施の原則（食品循環資源の再生利用等の優先順位 適
に関すること）

食品廃棄物等の発生の抑制

食品の製造又は加工の過程における原材料の使用の合理化を行うこと 適

食品の流通の過程における食品の品質管理の高度化その他配送及び保管の方 該当しない
法の改善を行うこと

食品の販売の過程における食品の売れ残りを減少させるための仕入れ及び販 適
売の方法の工夫を行うこと

食品の調理及び食事の提供の過程における調理残さを減少させるための調理 適
方法の改善を行うこと

食品の調理及び食事の提供の過程における食べ残しを減少させるためのメニ 適
ューの工夫を行うこと

売れ残りその他の食品廃棄物等の発生形態ごとに定期的に発生量を計測し、 適
その変動の状況の把握に努めること

必要に応じ細分化した実施目標を定め、計画的な食品廃棄物等の発生の抑制 適
に努めること

食品循環資源の管理の基準

食品循環資源と容器包装その他の異物及び特定肥飼料等の原材料の用途に適 適
さない食品廃棄物等とを適切に分別すること

異物その他の特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入を 適
防止すること

食品循環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための 適
温度管理その他の品質管理を適切に行うこと

食品廃棄物等の収集又は運搬の基準

食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として利用する場合は、異物その他の 該当しない
特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入を防止すること

食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として利用する場合であって、食品循

環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための温度管 該当しない
理その他の品質管理を適切に行うこと

生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずること 該当しない

食品廃棄物等の収集又は運搬の委託の基準

上記の基準に従って食品廃棄物等の収集又は運搬を行う者を選定すること 適

委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬の実施状況を定期的に把握する 適
こと

委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬が上記の基準に従って行われて 適
いないと認められるときは、委託先の変更その他必要な措置を講ずること
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再生利用に係る特定肥飼料等の製造の基準

農林漁業者等の需要に適合する品質を有する特定肥飼料等の製造を行うこと 該当しない

食品循環資源と容器包装その他の異物及び特定肥飼料等の原材料の用途に適 該当しない
さない食品廃棄物等とを適切に分別すること

食品循環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための 該当しない
温度管理その他の品質管理を適切に行うこと

食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として最大限に利用すること 該当しない

異物その他の特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入の 該当しない
防止その他の工程管理を適切に行うこと

食品循環資源及びそれ以外の原材料並びに特定肥飼料等の性状の分析及び管 該当しない
理を適正に行い、特定肥飼料等の含有成分の安定化を図ること

生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずること 該当しない

特定肥飼料等を他人に譲渡する場合には、当該特定肥飼料等が利用されずに 該当しない
廃棄されることのないよう、特定肥飼料等の利用を確保すること

肥料の製造を行うときは、その製造する肥料について、肥料取締法及びこれ 該当しない
に基づく命令により定められた規格に適合させること

飼料の製造を行うときは、その製造する飼料について、飼料の安全性の確保

及び品質の改善に関する法律及びこれに基づく命令により定められた基準及 該当しない
び規格に適合させること

配合飼料の製造を行うときは、粉末乾燥処理を行うこと 該当しない

再生利用に係る特定肥飼料等の製造の委託及び食品循環資源の譲渡の基準

上記の基準に従って特定肥飼料等の製造を行う者を選定すること 適

委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造の実施状況を定期的に把握す 適
ること

委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造が上記の基準に従って行われ 適
ていないと認められるときは、委託先又は譲渡先の変更その他必要な措置を

講ずること

食品循環資源の熱回収

食品循環資源を生ずる自らの工場又は事業場から七十五キロメートルの範囲

内における特定肥飼料等製造施設の有無について適切に把握し、その記録を 適
行うこと

食品循環資源を生ずる自らの工場又は事業場から七十五キロメートルの範囲

内に存する特定肥飼料等製造施設において、当該食品循環資源を受け入れて 適
再生利用することが著しく困難であることを示す状況について適切に把握

し、その記録を行うこと

熱回収を行う食品循環資源の種類及び発熱量その他の性状について適切に把 適
握し、その記録を行うこと

食品循環資源の熱回収により得られた熱量（その熱を電気に変換した場合に 適
あっては、当該電気の量）について適切に把握し、その記録を行うこと
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熱回収を行う施設の名称及び所在地について適切に把握し、その記録を行う 適
こと

情報の提供

特定肥飼料等の利用者（特定肥飼料等の製造を委託又は食品循環資源を譲渡

している場合にあっては、当該委託先又は譲渡先）に対し、特定肥飼料等の 適
原材料として利用する食品循環資源について、必要な情報を提供すること

食品廃棄物等の発生量等の状況についての情報をインターネットの利用その 適
他の方法により提供するよう努めること

食品廃棄物等の減量

減量の実施後に残存する食品廃棄物等について、適正な処理を行うこと 適

費用の低減

食品循環資源の再生利用等の効率的な実施体制の整備を図ることにより、食 適
品循環資源の再生利用等に要する費用を低減させるよう努めること

加盟者における食品循環資源の再生利用等の促進

本部事業者は、加盟者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等について、加盟

者に対し、食品循環資源の再生利用等に関し必要な指導を行い、食品循環資 該当しない
源の再生利用等を促進するよう努めること

加盟者は、本部事業者が実施する食品循環資源の再生利用等の促進のための 該当しない
措置に協力するよう努めること

教育訓練

従業員に対して、食品循環資源の再生利用等に関する必要な教育訓練を行う 適
よう努めること

再生利用等の実施状況の把握及び管理体制の整備

事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等

の実施量その他食品循環資源の再生利用等の状況を適切に把握し、その記録 適
を行うこと

事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うこと 適

表１５ その他の食品循環資源の再生利用等の促進のために実施した取組

弊社社員に月１回 食品廃棄物分別研修を実施
年１回 再生利用の委託先の見学会を実施

表１６ 国が公表を行うことについての同意の有無

有
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「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」（昭和52年11月4日環整95号

厚生省水道環境部環境整備課長通知）抜すい

別紙２

Ⅰ ごみ質の分析方法

ごみ質の分析方法は、以下により行うことを標準とするが、他に適正と認められる方

法をとっている市町村にあつては、従前のとおりとして差し支えない。

１．試料の採取

(1) 収集・運搬車からの採取

無作為に抽出した収集・運搬車から１台あたり１０kg以上、合計２００kg以上を

採取する。

(2) ごみピットからの採取

ピット内のごみを十分混合したのち、２００kg以上採取する。

２．試料の調整

採取した試料は、乾燥したコンクリート等の床上で、スコップ等でよく混合し、袋

づめのごみは中味を取り出し、とくに大きなものは適当に細分する。

つぎに、試料を十分に混合しつつ、四分法により数回縮分し、試料として５～１０

kgを採取する。

（注）縮分の途中で、目につく大きな廃棄物(とくに毛布、タイヤ、木竹、石油かん

等破砕しにくいもの)については、あらかじめ別にとり出しておき、最後にそれ

を細断して試料に加えることが望ましい。例えば４回、四分法で縮分する場合、

２回目終了後に毛布をとり出せば、その毛布は、さらに二回の縮分によつて１／

２２＝１／４に減量されるはずであるから、毛布全重量の１／４を試料に加える

こととなる。

３．測定分析

(1) 単位容積重量

２の試料を容量既知の容器に入れ３０cm位の所から３回落とし目減りしたなら

ば、目減り分だけ更に試料を加える。

単位容積重量(または見かけ比重)は、次式(1)により算出する。

単位容積重量(kg／m3)＝試料重量〔kg〕／容器の容量〔m3〕…(1)

(2) 水分

３の(1)に用いた試料を秤量したのち、乾燥器等を用いて105℃±5℃で、恒量を

得るまで乾燥し秤量する。

水分は次式(2)により算出する。

水分(％)＝((乾燥前の重量〔kg〕－乾燥後の重量〔kg)〕／乾燥前の重量〔kg〕)

×100…(2)

(3) ごみの種類組成分析

３の(2)に用いた試料の全量をビニールシート等に拡げて次の６組成を標準とし

て組成ごとに秤量し、重量比(％)を求める。

① 紙・布類

② ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類

③ 木・竹・ワラ類

④ ちゆう芥類(動植物性残渣、卵殻、貝殻を含む。)

⑤ 不燃物類
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⑥ その他(孔眼寸法約５mmのふるいを通過したもの)

(4) 灰分

３の(3)で分別した６組成のうち、不燃物類を除き、各組成ごとに破砕機を用い

て２mm以下に粉砕し、その一部をルツボに入れて105℃±5℃で二時間加熱する。

これを秤量したのち、電気炉を用いて８００℃で２時間強熱し、秤量する。

灰分は、次式(3)、(4)および(5)により算出する。

各組成の灰分(％)＝(強熱後の重量〔kg〕／強熱前の重量〔kg〕)×100…(3)

乾燥ごみの灰分(％)＝ …(4)

Ａｉ:(3)で求めた各組成iの重量比(％)

Ｂｉ：各組成ｉの灰分(％)(不燃物類については100とする。

生ごみの灰分(％)＝乾燥ごみの灰分(％)×((100－水分(％))／100)…(5)

(5) 可燃分

可燃分は次式(6)により算出する。

可燃分(％)＝100－水分(％)－生ごみの灰分…(6)

(6) 低位発熱量

生ごみの低位発熱量は、次式(7)により推定することができる。

Ｈｌ＝4,500Ｖ－600Ｗ…(7)

Ｈｌ：生ごみの低位発熱量(kcal／kg)

Ｖ：生ごみの可燃分(％)

Ｗ：生ごみの水分(％)

４．ごみ質分析を行うに際しての留意事項

(1) 試料の採取及び縮分はじん速に行うこと。

(2) 水分測定のための乾燥前重量の秤量を、試料採取時ではなく他日行う場合は、水

分に変動が生じないよう密封保存すること。

(3) ピットわきで作業する場合には、転落等の事故が生じないよう作業監督者をつけ、

安全をはかること。

(4) 縮分及びごみの分別等、直接生ごみの触れる作業を行う時は、けがをしないよう、

また万一けがをした場合もすぐさま消毒等の応急措置がとれるようにしておくこ

と。

Ⅱ ごみ焼却施設の焼却残渣の熱しやく減量の測定方法

１．試料の採取

１回当り１～２kg、１日に４～５回、合計５～１０kgの焼却残渣(水封後または散

水後のもので可)を採取し、試料とする。

２．水分

試料を秤量したのち、これを乾燥器等を用いて105℃±5℃で恒量を得るまで乾燥し

秤量する。水分は次式(1)により算出する。

水分(％)＝((乾燥前の重量〔kg〕－乾燥後の重量〔kg〕)／乾燥前の重量〔kg〕)×

100…(1)

３．大型不燃物の除去

乾燥後の試料の全量を孔眼寸法約１０mmのふるいを用いてふるい、ふるい上に残つ

た試料のうち、不燃物のみを秤量する。試料中の大型不燃物の割合(乾基準)Ａは次式

(2)により算出する。
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Ａ(％)＝不燃物の重量〔kg〕／乾燥後の試料の重量〔kg〕×100…(2)

４．熱しゃく減量の測定

ふるい上に残つた試料のうち、可燃性物質を破砕したのち、ふるい下の試料と混合

し、四分法により縮分し、２０～５０gを精秤する。

これを電気炉に入れて600℃±25℃で三時間強熱したのち、デシケータ中で放冷す

る。放冷後、試料を精秤する。

大型不燃物の除去後の熱しゃく減量Ⅰ’は、次式(3)により算出する。

Ⅰ’(％)＝((強熱前の重量〔g〕－強熱後の重量〔g〕)／強熱前の重量〔g〕)×100

…(3)

焼却残渣の熱しゃく減量Ⅰは、次式(4)により算出する。

Ⅰ(％)＝Ⅰ’×((100－Ａ)／100)…(4)

Ⅲ ごみ焼却施設の燃焼室出口温度の測定方法

ごみ焼却施設の燃焼室出口温度の測定には、クロメル―アルメル熱電温度計を使用す

ることを標準とする。測定にあたつては、外気の侵入を防ぐため、挿入口は密封する。
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３
 

０
２
２
－

３
６

４
－
３

６
２

１
０

２
２
－

３
６

４
－
３

６
２

２

（
株
）
稲
 
 
井
 

 〒
9
8
5
-
0
8
3
3
多

賀
城
市

栄
４

－
４
－

１
 

０
２
２
－

３
６

４
－
３

３
１

１
０

２
２
－

３
６

４
－
９

８
７

３

茨
城

県
 
（

株
）

高
木

商
店

 
〒

3
1
4
-
0
4
0
8
神

栖
市

波
崎

８
７

０
４

－
１

 
０

４
７

９
－

４
４

－
１

１
３

３
０

４
７

９
－

４
４

－
１

２
１

３

（
有

）
古

河
鶴

商
店

 
〒

3
1
4
-
0
4
0
8
神

栖
市

波
崎

２
６

３
 

０
４

７
９

－
４

４
－

０
９

６
２

０
４

７
９

－
４

４
－

０
９

６
２
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埼
玉

県
 
  
三
幾
飼
料
工
業
 （

株
）
 

 
〒
3
4
0
-
0
0
1
3
草

加
市

松
江

３
－

１
３

－
９

 
０

４
８

９
－

３
５
－
２

７
３

２
０

４
８
９

－
３

６
－
４

４
１

５

千
葉

県
 

（
有
）
伊

勢
水

産
飼
料
 

〒
2
8
8
-
0
0
0
4
銚

子
市

笠
上

町
３

４
０

８
 

 ０
４

７
９

－
２

２
－
１

２
５

６
０

４
７
９

－
２

５
－
２

５
８

５
（

有
）
伊

藤
飼

料
㈱

 
〒

2
8
8
-
0
8
2
1
銚

子
市

小
浜

町
２

９
５

２
０
４
７
９
－
２
３
－
８
４
１
０

０
４
７
９
－
２
３
－
８
５
９
２

㈱
  

鞍
橋

〒
2
8
8
-
0
8
3
7
銚

子
市

長
塚

町
３

－
１

４
１

 
０
４
７
９
－
２
２
－
１
２
５
６

０
４
７
９
－
２
２
－
９
９
４
５

 中
央
飼
料
  
（
株
）
 

 〒
2
8
6
-
0
8
0
5
成

田
市
南

羽
鳥

松
ｹ
下
5
7
0
-
1
3
 

０
４
７
６

－
３

７
－
１

５
１

１
０

４
７
６

－
３

７
－
１

５
１

５

東
京

都
 
 
 協

同
フ

ィ
ｯ
シ

ｭ
ミ

ｰ
ル

工
業

(
株

)
 

 
〒
1
0
1
-
0
0
4
7
千

代
田

区
内

神
田

１
-
３

-
１

 
０

３
－
５

２
８

１
－
２

７
０

１
０

３
－
５

２
８

１
－
２

７
０

５

静
岡

県
 

  
平
金
産
業
 （

株
）
 

 〒
4
2
2
-
8
0
2
7
静

岡
市
駿

河
区

豊
田
２

-
9
-
1
7
 

０
５
４
－

２
８

６
－
０

２
８

８
０

５
４
－

２
８

６
－
５

６
９

３

 

  
川
口
物
産
 （

株
）
 

 〒
4
2
1
-
0
1
2
1
静

岡
市
駿

河
区

広
野
２

７
0
７
 

０
５
４
－

２
５

９
－
１

１
７

１
０
５
４

－
２
５

９
－
１

１
４

４

 (
株

)焼
津

ミ
ー

ル
 

 〒
4
2
5
-
0
0
5
2
焼

津
市
田

尻
１

８
５
５

-
２
６
 

０
５
４
－

６
５

６
－
１

０
０

１
０

５
４
－

６
２

５
－
０

０
３

５

 
(
協

)
焼

津
水

産
加

工
セ

ン
タ

ー 
 

〒
4
2
5
-
0
0
6
5
焼

津
市

惣
右

衛
門

1
2
8
0
-
２

 
０

５
４

－
６
２

４
－
２

１
１

１
０

５
４
－

６
２

３
－
３

８
３

４

 
(
協

)
沼

津
水

産
開

発
セ

ン
タ

ー 
 

〒
4
1
0
-
0
8
4
5
沼

津
市

千
本

港
口

1
9
0
1
-
1
8
 

０
５

５
９

－
５

１
－
１

６
１

７
０

５
５
９

－
５

２
－
３

６
７

６

は
ご

ろ
も

フ
ｰ
ズ

(
株

)
ﾊﾞ
ｲ
ｵ
ﾌﾟ
ﾗ
ﾝ
ﾄ

〒
4
25
-
00
6
5焼

津
市

惣
右

衛
門

1
2
25
-
8 

０
５

４
－

６
２

３
－

１
３

９
１

０
５

４
－

６
２

３
－

３
７
５

７

  
(
株

)
イ

ゲ
タ

杉
久

 
〒

4
2
1
-
0
1
2
1
静

岡
市

広
野

４
－

２
７

－
６

 
０

５
４

－
２

５
９

－
２

４
５

９
０

５
４

－
２

５
９

－
４

８
３

８

 
 
(
有

)
 
鈴

庄
 

〒
4
2
5
-
0
0
0
5
焼

津
市

方
の

上
５

２
１

－
１

 
０

５
４

－
６

２
８

－
９

２
３

４
０

５
４

－
６

２
８

－
９

７
８

０

 
 
(
有

)
梅

原
商

店
 

 
〒

4
2
1
-
0
1
2
1
静

岡
市

駿
河

区
広

野
２

７
０

８
０

５
４

－
２

５
９

－
９

６
６

１
０

５
４

－
２

５
９

－
１

０
４

７

富
山

県
 
  
三
友
商
事
 （

有
）

 
 

〒
9
3
6
-
0
0
2
3
滑

川
市

柳
原

６
８

－
２

 
０

７
６
－

４
７

５
－
５

２
６

４
０

７
６
－

４
７

５
－
８

７
９

５

石
川

県
 

金
沢

水
産

衛
生

セ
ン

タ
ー

 
〒

9
2
0
-
3
1
0
1
金

沢
市

才
田

町
戊

３
７

０
－

４
０
７
６
－
２
５
８
－
６
９
２
４

０
７
６
－
２
５
８
－
６
９
２
５

愛
知

県
 
 (
有

) 
金
子
あ

ら
や
商

店
 

 〒
4
4
1
-
3
1
4
7
豊

橋
市
大

岩
町

大
穴

1
0
4
－
１
 

０
５
３
２

－
４

１
－
０

９
７

３
０

５
３
２

－
４

１
－
３

１
１

８

 (
財

)魚
ア

ラ
処

理
公
社
 

 
〒
4
9
8
-
0
0
6
6
弥

富
市

楠
３

-
７

―
３

 
０

５
６

７
－
６

８
－
４

５
５

５
０

５
６
７

－
６

８
－
４

５
５

８

三
重
県
 
(
有

）
カ

ネ
仙

 
 
  
 
  
 
  

 
 
  

  
〒

5
1
4
-
0
1
0
1
津

市
白

塚
町

３
１

３
２

－
４

 
０
５
９
２
－
３
２
－
２
６
５
０

同
 
 
 
左
 

京
都

府
 

京
都

魚
ア

ラ
リ

サ
イ

ク
ル

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
 

 〒
61

2
-8

2
44

京都
市伏

見区
横

大
路
千

両
松
町

2
0
5
 

０
７
５
－

６
０

５
－
０

１
１

０
０

７
５
－

６
０

５
－
０

１
１

１

大
阪

府
 
  
岸
和
田
フ
ィ
ｯシ

ュ
ミ
ｰル

（
株
）
 

 
〒
5
9
6
-
0
0
1
3
岸

和
田

市
臨

海
町

１
６

－
１

 
０

７
２

４
－

３
８
－
６

４
１

４
０

７
２

4－
３
８

－
８
０

２
４

 
兵

庫
県

 
（
有
）
瀬
賀
商
店
 

〒
６

７
１
-
0
2
4
4
姫

路
市

四
郷

町
見

野
２

０
１

 
０
７
９
２
－
５
３
－
３
２
２
０

０
７
９
２
－
５
３
－
３
２
３
６

神
戸
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル
（
協
）
 

〒
６

５
０

－
０

０
４

６
神

戸
市

港
区

港
南

町
３

－
３

－
９

０
７
８
－
３
０
２
－
３
３
７
７

０
７
８
－
３
０
２
－
１
７
７
７

 
鳥

取
県

 
（
有
）
倉
谷
魚
粉
製
造
所
 

〒
6
8
0
-
0
0
0
7
鳥

取
市

湯
所

町
２

－
１

４
３

 
０
８
５
７
－
２
２
－
５
８
３
５

同
 
 
 
左
 

(有
) 
錦
海
化
成
 

〒
６

８
４
-
0
0
3
4
境

港
市

昭
和

町
７

－
３

 
０
８
５
９
－
４
４
－
６
６
２
３

０
８
５
９
-４

４
-６

６
２
４
 

 

島
根

県
 
  
浜

田
共
同
水

産
加
工

業
  
（

協
）

〒
６

９
７

－
０

０
１

７
浜
田

市
原
井

町
３

０
５
０

-
１
 

０
８
５

５
－
２

３
－
５

３
２

２
０

８
５
５

－
２

３
－
６

４
８

２

広
島

県
 

(有
）
広
島

水
産

加
工
 

〒
7
3
7
-
0
0
0
4
呉

市
阿

賀
南

６
－

２
－

１
０

 
０

８
２
３

－
７

１
－
７

６
３

４
０

８
２
３

-
７
１

-１
７
９
８
 

山
口
県
   

山
陽
ハ
イ
ミ
ー
ル
 （

株
）
 

 
〒
7
5
0
-
0
0
5
7
下

関
市

筋
川

町
２

０
－

１
５

 
０

８
３

２
－

３
２
－
３

２
８

８
０

８
３
２

－
３

２
－
３

２
９

０

（
株
）
山

陰
化

工
 

 〒
7
5
9
-
4
4
0
2
長

門
市
日
置
中

1
6
8
-
3
8
 

０
８
３
７

－
３

７
－
３

８
８

５
０

８
３
７

－
３

７
－
３

８
８

４
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愛
媛

県
 
 (
有

)
上

田
産

業
 

〒
7
9
6
-
0
9
0
1
西

予
市

三
瓶

町
周

木
 

０
８

９
４

－
２

４
－

１
１

４
３

０
８

９
４

－
３

３
－

２
１

５
２

高
知

県
 
（
財
）
高
知
県

魚
さ
い

加
工

公
社
 

〒
7
8
0
-
8
0
4
0
高

知
市

神
田

治
国

谷
1
6
4
1
-
1
 

０
８

８
－

８
０

５
－
１

６
６

０
０

８
８
－

８
０

５
－
１

６
６

１

福
岡

県
 
（

財
）

福
岡

市
水

産
加

工
公

社
 

 〒
8
1
2
-
0
0
5
5
福

岡
市
東

区
東

浜
２

-
６
３
-
2
 

０
９
２

－
６
４

１
－
５

９
６

９
０

９
２
－

６
４

１
－
５

９
７

０

佐
賀

県
 
唐

津
水

産
加

工
団

地
 (

協
)
 

〒
84
7-
08
73
唐
津
市
海
岸
通
71
82
-2
68
 

０
９
５
５
－
７
４
－
２
０
３
０

０
９
５
５
－
７
４
－
３
４
５
３

長
崎

県
  長

崎
漁
港
水
産
加
工
団
地
（
協
）
 

 〒
8
5
1
-
2
2
0
6
長

崎
市
三

京
町

６
４
６

-
３
１
 

０
９
５
－

８
５

０
－
４

５
１

１
０

９
５
－

８
５

０
－
５

１
０

５

長
崎

油
飼

工
業

 
(
株

)
 

〒
85
4-
00
96
諫
早
市
下
大
渡
町
20
41
-1
 

０
９
５
７
－
２
６
－
１
０
９
３

０
９
５
７
－
２
６
－
３
７
０
９

宮
崎

県
 
宮

崎
県

食
品

残
渣

処
理

(
協

)
 

〒
88
5-
13
11
都
城
市
高
城
町
有
水
１
９
４
１
 

０
９
８
６
－
５
３
－
１
０
４
１

０
９
８
６
－
５
３
－
１
８
５
０

鹿
児

島
県

  枕
崎
水
産
加
工
業
（
協
）
 

 
〒
8
9
8
-
0
0
2
5
枕

崎
市

立
神

本
町

１
２

 
０

９
９
３

－
７

２
－
３

３
３

１
０

９
９
３

－
７

６
－
３

０
８

０

 山
川
水
産
加
工
工
業
（
協
）
 

〒
84

7-
08

73
指

宿
市

山
川

町
新

栄
町

９
 

０
９
９
３
－
３
４
－
０
１
５

５
０

９
９
３

－
３

４
－
０

８
６

８

鹿
児

島
プ

ロ
フ

ー
ズ

  
 
  
(
株

)
 

〒
8
9
9
-
2
1
0
3
い

ち
き

串
木

野
市

大
里

2
7
6
2
 

０
９
９
６
－
３
６
－
２
１
５
７

０
９
９
６
－
３
６
－
４
１
８
５

 東
町

漁
業

協
同

組
合

化
製

工
場

 
〒

8
9
9
-
1
2
1
2
出

水
郡

長
島

町
川

床
4
5
0
8
-
1
 

０
９
９
６
－
８
７
－
１
１
１
１

０
９
９
６
－
３
７
－
１
１
１
２

沖
縄

県
 （

有
）

協
同

化
工

 
〒

う
る

ま
市

具
志

川
９

４
０

 
０
９
８
－
９
７
４
－
３
１
３
３

０
９
８
－
９
７
３
－
８
５
３
７
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